
（別添） 

 

ずい道等建設等及び圧気工法による作業を行う仕事の区分 

 

１ ずい道等の建設等の仕事 

（１） 3,000mに満たないずい道を掘削する場合署長あて 

 

 

（２） 3,000m以上のずい道を掘削する場合大臣あて 

 

 

（３） １本で 3,000mに満たないが、本坑に接続する斜坑（横坑）をあわせると 3,000m

以上となるずい道を掘削する場合大臣あて 

 なお、下水道工事でみられる枝管（人が入らないもの）、道路トンネルの上下線等

を繋ぐ連絡坑は斜坑等に含まない。 

 

 

（４） ずい道が分岐し、その合計が 3,000m以上となる場合大臣あて  

 

 

  

2800m 

（例） 

3000m以上 

（例） 

2800m 
200m 

（例） 

2500m 

500m （例） 



（５） 一つの契約で 3,000m以上のずい道と 3000m未満のずい道がある場合一括して大

臣あて 

 

本件の場合、事業者が大臣あて計画届を提出することは確実に必要となる。

3000m未満のずい道については、本来、署長あて届出をすべきものであるが、事業

者の負担軽減の観点から、3000m未満のずい道についても、3000m以上のずい道

の一部として一括して大臣が審査することと整理するもの。 

3000m未満のずい道が複数ある場合も同様である。 

 

（６） 3,000m未満のずい道が、別途の契約又は変更契約により同一事業者の施工のもと

3,000m以上となる場合 当初計画は署長あて、追加の計画は新たな計画届として署

長あて 

（追加工事のみで 3,000m以上の長さがある場合は、追加工事は大臣あて） 

 

 

（７） 3,000m以上のずい道に、同一事業者による別途の契約又は変更契約があった場合 

当初計画は大臣あて、追加部分は 3000m未満の場合は署長あて 

 

 

（８） 一つの契約でずい道２本以上あり、その合計が 3,000m以上となるが、それぞれの

長さが 3,000mを超えない場合（上下線の掘削、本線と避難坑又は先進坑等の掘削、

途中に開削部分のある一連のずい道の掘削、同一の立坑から発進する２本以上のず

い道の掘削など）原則として署長あて 

 

本件の場合、それぞれの仕事は 3000m未満のずい道掘削であり、大臣あて届出

の要件に合致しない。ただし、近接する多数のずい道を同時に掘削し、その総延

長が 3,000mを超える場合など、あるずい道の掘削の仕事が他のずい道の掘削の仕

事の安全衛生の確保に大きな影響を与えると考えられる場合は、一つの仕事とし

て捉え、大臣あての届出とすることがありうる。 

3000m以上 
3000m未満 

（例） 

当初計画 2800m 別途追加分 300m 

（例） 

当初計画 3000m 追加分 

（例） 

単独で 3,000m未満 

合計で 3000m以上 

（例） 



 

２ 圧気工法による作業を行う仕事 

（１） 予定最高気圧が 0.3MPa未満の圧気工法による作業を行う仕事署長あて 

  

 

0.3MPa未満の圧気工法による作業が複数ある場合は、一括して受け付けること

も可能。 

 

（２） 予定最高気圧が 0.3MPa以上の圧気工法による作業を行う仕事大臣あて 

 

0.3MPa以上の圧気工法による作業が複数ある場合は、一括して受け付けること

も可能。 

 

（３） 予定最高気圧が 0.3MPa以上の圧気工法による作業と 0.3MPa未満の圧気工法によ

る作業を一つの契約によって行う仕事一括して大臣あて 

 

本件の場合、本来、0.3MPa未満の圧気工法による作業の仕事については署長あ

て届け出るべきものであるが、事業者の負担軽減の観点から、0.3MPa以上の圧気

工法による作業と一括して大臣が審査することと整理するもの。 

0.3MPa未満 

（例） 

0.3MPa以上 

（例） 

0.3MPa以上 
0.3MPa未満 

（例） 


